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りんくう中央公園用地の利活用に関する 

サウンディング型市場調査の実施要領 
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１．調査の目的 

本市所有の対象地は、りんくうタウン駅南側の約 1.3kｍに位置するりんくう中央公園用地（「２．

物件の概要」参照）で、隣接するエリアには、大型商業施設をはじめ、ホテル、事務所など多様な施

設が立ち並び、賑わいのあるエリアとなってきています。 

翻って、関西国際空港所在市でありながら、まだまだ多くの空港利用者に通過されてしまう現状に

対して、本市においては定めた MICE 戦略に沿って目的地化することで、インバウンドを含めた空港

利用者による地域への経済的・文化的波及を追求しています。 

対象地については、このような地域の特色を活かし、本市の課題解決が図られるような利活用を期

待し、売却を予定しています。しかしながら、土地の利活用については、需給に応じた市場ニーズを

満たすものなければ、売買が成立しないと認識しております。 

そこで、売却方法のほか、実効性のある土地利用に向け、開発内容などについて、事業に関心のあ

る民間事業者等の皆様との対話を通じた、サウンディング調査を行うものです。この結果も踏まえて

更に検討を進め、利用方針をとりまとめたいと考えております。 

なお公平性の観点から、この調査への参加が今後の対象地の売買について、有利または不利に働く

ことはありません。あらかじめご了承ください。 

 

※ ＭＩＣＥとは、企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報奨・研修旅行（インセンティブ旅行）

（Incentive Tour）、国際機関・団体、学会等が行う国際会議（Convention/Conference）、展示会・

見本市、イベント（Exhibition/Event）の頭文字による造語で、多くの集客交流が見込まれるビジ

ネスイベントなどの総称。 

 

２．物件の概要 

(1) 所 在 地 大阪府泉佐野市りんくう往来南６番３９ 

(2) 対象面積 19,854 ㎡ 

[位置図] 

対象地 りんくうタウン駅 
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[位置図詳細]  

[地積測量図] 

 

 (3) 用途地域等 

① 用途地域等 準工業地域・準防火地域 

② 建蔽率  ６０％ 

③ 容積率  ３００％（現在は、６００％ですが、左記に引き下げ予定） 

④ 壁面の位置制限  

建築物の外壁若しくはこれに代わる柱又は高さ２ｍを超える門若しくは塀の面は、次に掲げる距

離以上後退しなければならない。 

（ⅰ）隣地境界線からの距離 ３ｍ 

（ⅱ）道路境界線からの距離 ３ｍ 

   その他、りんくうタウン北地区地区計画（臨空型産業地区）をご参照ください。 

   https://www.city.izumisano.lg.jp/material/files/group/39/rinkutownkitatiku.pdf 

  

みなとりんくう線 

りんくう南５号線 

りんくう南８号線 

<参考> 

りんくう南８号線 幅員約 16m 

りんくう南５号線 幅員約 16m 

みなとりんくう線 幅員約 12m 
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⑤ 基盤施設 

（ⅰ）接続道路（２頁「位置図詳細」参照） 

・みなとりんくう線（幅員約 12ｍ） 

・りんくう南 5 号線（幅員約 16ｍ） 

・りんくう南 8 号線（幅員約 16ｍ） 

（ⅱ）供給処理施設 

・事業対象地の接続道路には、供給処理施設が敷設されています。 

（下図参照） 

[供給処理施設概念図]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜凡例＞ 

      ガス管（大阪ガス 北西側 300 ㎜・南東側 150 ㎜） 

      地中送電線（関西電力 北西側高圧ケーブル・南東側高圧ケーブル） 

      J-com 埋設管（北西側埋設管・ハンドホール有） 

      NTT 回線（北西側先行管 50 ㎜・回線なし管のみ） 

・敷地内には汚水桝がありません。（接続道路の歩道には公共下水道（雨水・汚水）が埋設され

ています。） 

・事業対象地の接続道路三方には、水道本管 150 ㎜が埋設されており、又、敷地内に給水管 20mm

と 40 ㎜（上図参照）が引き込まれ開栓されています。 

  

6-39 6-27 

20mm 

40mm 
給水管 
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⑥ 敷地内占用物件 

    当該用地については、敷地内の占用物件（防球ネット等）が設置されています。また、北東側

隣接地（りんくう往来南６番２７）沿いにあるＵ字溝についても撤去、隣接地内の敷地境界沿い

への復旧が必要です。 

（下図参照） 

[U 字溝移設概念図]  

 

⑦アクセス 

りんくうタウン駅（南海線、JR 線）より約 1.3km 徒歩 17 分 

 

３．スケジュール 

(1) 参加申込受付期間：令和８年２月２５日（水）から３月３１日（火） 

(2) 対話の実施予定期間：令和８年２月２５日（水）から３月３１日（火） 

※延⾧する場合があります。 

 

４．参加資格 

  次の(1)～(3)のすべての条件を満たすもの 

(1) 次の①又は②に該当する企業又は企業グループ（以下「企業等」という。） 

① 民法及び商法に基づく法人 

  ② 民法及び商法に基づく法人複数で形成される企業グループ 

(2) 対象地の地活用による事業の実施主体となる以降を有する企業等 

(3) 次の①～⑥のいずれにも該当しない企業等 

① 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当する者（参加者の資格

を有さない者） 

② 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条第 1 項又は第 2 項の規定による再生手続きの申

立てをしている者又は申し立てがなされている者。ただし、同法第 33 条第 1 項の再生手続きの

決定を受けた者については、その者に係る同法第 174 条第１項の再生計画認可の決定が確定し

た場合にあっては、再生手続き開始の申立てをしなかった者又は申立てがなされなかった者と

みなす。 

6-39 6-27 6-39 6-27 

現状の U 字溝 復旧後の U 字溝 
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③ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条第 1 項又は第 2 項の規定により更生手続き開始の

申立て（同法附則第 2 条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件（以下「旧更

生事件」という。）に係る同法による改正前の会社更生法（昭和 27 年法律第 172 号。以下「旧

法」という。）第 30 条第 1 項又は第 2 項の規定による更生手続き開始の申立てを含む。以下「更

生手続き開始の申立て」という。）をしている者又は更生手続き開始の申立てがなされた者。但

し、同法第 41 条第 1 項の更生手続き開始の決定（旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画の認

可の決定を含む。）を受けた者については、その者に係る同法第 199 条第 1 項の更生計画の認可

の決定（旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画の認可の決定を含む。）があった場合にあって

は、更生手続き開始の申立てをしなかった者又は申立てがなされなかった者とみなす。 

④ 破産法（平成 16 年法律第 75 号）第 18 条第 1 項又は第 19 条の規定による破産手続き開始の申

立て（同法附則第 3 条の規定により、なお従前の例によることとされる破産事件に係る同法に

よる廃止前の破産法（大正 11 年法律第 71 号）第 132 条又は第 133 条の規定による破産の申立

てを含む。）がなされている者。 

⑤ 泉佐野市入札参加資格停止要綱に基づく資格停止または資格保留の措置を受けている期間中の

者。 

⑥ 泉佐野市暴力団排除条例(平成 24 年泉佐野市条例第 28 号)第 2 条第 1 号から第 3 号の規定に該

当する者。 

 

５．対話のテーマ 

  主に以下の項目について、ご意見をお聞かせください。 

(1) 対象地の有効な利活用の実現に向けて必要な施設機能や仕組みづくり、取り組むべき事業及び事

業者参入の見通し業者の取り扱い 

(2) 対象地の立地の特性を活かした活用方策（建築物の用途及びその構成、機能、施設配置等、期待

される効果 など） 

(3) 事業実施にあたって行政に期待する支援や配慮して欲しい事項について 

(4) 事業性の確保に当たり必要な取組など、今後の検討において参考となる事項について 

(5) その他、対象地の利活用に関する幅広い意見 

 

６．対話方法 

アイデア及びノウハウの保護のため、対話は個別に実施します。 

(1) 期間：令和８年２月２５日（水）から３月３１日（火）のうち１時間程度 

   （日程調整等により、期日を延⾧して実施する場合があります。） 

(2) 場所：泉佐野市 成⾧戦略室 おもてなし課 

所在地：大阪府泉佐野市りんくう往来北 1 番地（りんくうタウン駅ビル東棟 2 階） 

(3) 日時：申し込み後に調整し、ご連絡します。 
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７．申込方法 

参加を希望する場合は、別紙「参加申込書（エントリーシート）」に必要事項を記入の上、参加申

込受付期間内に電子メール（件名冒頭に【りんくう中央公園のサウンディング調査】とご記入くだ

さい）によりお申込みください。 

なお、参加申込時に対話に向けての企画提案資料（任意様式）を提出することも可能です。 

※資料の提出は必須ではありません。 

参加申込受付期間：令和８年２月２５日（水）～令和８年３月３１日（火） 

 

８．留意事項 

(1) 参加事業者の取り扱い 

サウンディングへの参加実績は、事業者公募等における評価の対象とはなりません。 

(2) 費用負担 

サウンディングへの参加に要する費用は、参加事業者の負担となります。 

(3) 追加対話への協力 

本サウンディング終了後も、必要に応じて追加の対話（文書照会含む）やアンケート等を実施さ

せていただくことがありますので、その際はご協力をお願いします。 

(4) 提出書類の取り扱い 

① 提出書類等は返却しません。 

② 泉佐野市が提供した資料を、サウンディングの参加に係る検討以外の目的で使用すること及

び対話により知り得た泉佐野市の情報を許可なく第三者に伝えることを禁止します 

③ 泉佐野市において提出書類等を事業の諸条件の検討以外の目的で使用することはありません。

ただし、外部（地元関係者・議会・報道機関等）に対する情報提供のために、検討用に作成

した資料を使用する場合があります。この場合、提案者や対話の内容が特定できない範囲で

一般化した情報のみを掲載する予定です。（必要に応じて、個別に承諾を求めることがありま

す。） 

(5) サウンディング結果の公表 

サウンディングの実施結果について、概要の公表をする場合があります。なお、参加事業者の名

称は公表しません。また、参加事業者のノウハウに配慮し、公表に当たっては、事前に参加事業

者へ内容の確認を行います。 

(6) その他 

本要領に沿わない提案や参加資格を満たしていない提案者による提案など、明らかに本調査の趣

旨から外れた提案があった場合には、サウンディングを実施しない場合があります。 
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９．提供資料 

資料 1-1～1-3  地積測量図 

資料 2      航空写真 

 

 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ＞ 

〒598-0048 

大阪府泉佐野市りんくう往来北 1 番地（りんくうタウン駅ビル東棟 2 階） 

泉佐野市 成⾧戦略室 おもてなし課 

電話：072-447-8126／FAX：072-447-8125 

電子メールアドレス：omotenashi@city.izumisano.lg.jp 
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資料 1-2 
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資料 1-3 
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航空写真 

 

 
Google Map から引用 

 

 

 

資料 2 


